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　本委員会に付託の事件は、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告します。 
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別紙 

総務生活常任委員会における審査の経過と結果について（審査日：令和４年１１月２９日） 

 

１．議案第７０号　川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

 議案の概要 

人事院の国家公務員給与改定勧告等及びこれに対する国の措置等を踏まえ、一般職の

職員、特別職に属する常勤の職員、市議会議員及び一般職の任期付き職員の給与を改定

するとともに、給与体系の適正化を図るため、条例の一部を改正しようとするもの。

 質疑の概要　 

　問　人事院勧告によると、国家公務員と民間との給与較差が９２１円、０．２３％と示

されているが、本市職員の給与と民間との較差の状況について伺いたい。 

答　本市においては、民間給与との較差を直接比較することが不可能であるため、従前

より、国の人事院勧告に準拠することによって民間給与との均衡を図ってきたところ

である。 

今回の条例改正では、平成２８年と２９年の人事院勧告に合わせた改定を行わなか

った分についても、あわせて改定していることから、民間給与との均衡は、一定、図

れているものと考えている。 

 

問　人事院勧告では、民間の初任給の動向も踏まえて総合職試験及び一般職試験（大卒

程度）に係る初任給で３０００円、一般職試験（高卒者）に係る初任給を４０００円

引き上げることとなっているが、本市における初任給の改定の詳細について伺いた

い。 

答　本市における一般職の初任給については、高卒で１５万１８００円、大卒で１８万

２２００円であるものを、今回の給与改定で令和４年４月１日にさかのぼり、高卒で

１５万８３００円、大卒で１８万７７００円とすることとしている。また、近隣市の

動向を踏まえ、令和５年４月からは高卒で１６万３０００円、大卒で１９万３５００

円に増額しようとするものである。 

 

　問　今回の給与改定は人事院勧告に準拠して実施するとのことであるが、本市の給与改

定に係る近年の動向やラスパイレス指数の推移について伺いたい。また、人事院勧告

に準拠した改定以外の市独自の取り組みについて伺いたい。 

　答　本市の給与改定の動向については、平成２８年及び２９年は人事院勧告に準拠する

給与改定を見送ったものの、３０年と令和元年は勧告に準拠して改定しており、その
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 後、令和２年、３年は給与月額に変動がなく改定を行っていない。また、ここ５年間

は、市独自で管理職の給与を２．５％から３．５％カットするとともに、管理職手当

を１０％カットしており、その結果、ラスパイレス指数については、平成３０年度か

ら１００を切る状況にあり、４月以降も同様の傾向となる見込みである。 

 

問　今回の改定で、勤勉手当が０．１カ月分引き上げられているが、国民健康保険事業

における交付金の申請誤りによる補填措置として、管理職については一部引き上げが

凍結されている点について、その影響人数、影響額について伺いたい。 

答　今回引き上げ額の一部凍結の影響を受ける人数は、課長補佐以上の職にある２００

人超であり、その影響額は冬の一時金で約４００万円と見込んでいる。 

 特 記 事 項　 

　議案質疑資料あり（１．人事院勧告による一般職及び特別職の職員、市議会議員、会計

年度任用職員等の給与・手当等の改正内容それぞれの影響人数と影響額について）

 審 査 結 果　原案可決（賛成多数）


